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末長く 健やかに 

9 月15日は「敬老の日」 。 川浪タキさん（妬）=鶴ケ岡

一は、現在市内の最高高齢者のひとり。耳、口もしっかり

している。記憶力がいい。三度の食事も自分で作る。塩辛

く、脂濃いものは口にしない。畑の草をとったり、庭の掃

除が最近の日課です。 

（昭和33年9 月10日第3 種郵便物認可1 
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に
つ
い
て
打
ち
合
わ
せ
後
登
庁
。
 

か
ね
て
庁
舎

前
お
ま

つ
り
広

場
を
囲
む
憩
の
場
と
し

て
芝
生
 

八
月
三
十
日
 

（金
）
晴
 
、
 

ナ
右
ノ

“
4
ル
T
 
”
「
土W
？
マ
ム
A
ン
ー
 

？る
 
‘
 
、

プ
 

Q
、／
又
 

チ
ッ
ク
ポ
イ
ン
ト
を
し
ぼ
り

そ
の
素
案
を
も
っ
て
さ
ら
に

川
崎
衛
生
セ
ン
タ
ー
矢
込
博

士
と
協
議
の
う
え
、
具
体
的

な
改
善
計
画
を
煮
詰
め
る
こ

と
。
 

・

北
部
衛
生
セ
ン
タ
ー
建
設
に

伴
う
工
事
費
の
イ
ン
フ
レ
補

正
、
放
流
水
、
し
尿
生
捨
等

に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
全
力
を

つ
く
す
こ
と
。
 

十

一
時
五
十
分
頃
家
庭
裁
判

所
へ
。
出
稼
ぎ
先
で
事
故
死
し

た
甥
の
後
見
人
決
定
の
た
め
。
 

午
後
一
時
か
ら
六
時
ま
で
、
 

清
掃
衛
生
班
と
の
打
ち
合
わ
せ

続
行
。
 

高
瀬
衛
生
セ
ン
タ
ー
の
実
測

図
に
基
づ
く
全
体
配
置
計
画

防
臭
対
策
の
た
め
前
処
理
施

設
の

一
棟
方
式
の
採
用
。
 

別
棟
と
し
て
の
研
修
室
、
検

査
室
、
休
憩
室
、
浴
室
等
に

つ
い
て
は
、
住
民
対
策
と
職

場
環
境
改
善
を
十
分
考
慮
し

た
も
の
に
す
る
こ
と
等
に
つ

い
て
徹
底
的
に
話
し
あ
う
。
 

こ
の
間
、
議
長
と
は
九
月
定
 

一
ー

‘

f
l

i

'
j

、
f
i
i三
I

、

ー

f

「
二
 

例
会
に

つ
い
て
、
ま
た
元
町
側
 

溝
整
備
陳
情
、
結
婚
式
の
ご
案
」
 

内
等
を
う
く
。
 

六
時
、
消
防
長
と
新
庁
舎
移

転
後
の
出
動
体
制
等
に
つ
い
て

一
 

会
館
横
通
り
補
装
等
に

つ
い
て
 

の
打
ち
合
わ
せ
申
し
入
れ
が
あ

ー
 

っ
た
が
、
明
朝
八
時
半
駐
車
場
）
 

班
と
の
合
議
の
う
え
で
決
定
す
 

る
こ
と
を
約
す
。
 

産
経
会
館
、
西
北
中
央
病
院

鈴
木
耳
鼻
咽
喉
科
医
院
、
平
山

村
上
会
頭
宅
を
経
て
虫
お
く
り
 

紹
介
文
が
あ
る
と
い
う
「
北
の

街
」
 
（一
月
号
）
を
岩
谷
さ
ん
 

か
ら
い
た
だ
い
て
帰
る
。
 

）
 

《
 

ー

f
三
，
ー

」
‘
i
●
ー

二
‘i
三
、
 

衣

画
襲
藤

丘
ー

聾
鈴
鐸
 

る
新
学
園
都
市

侯
補
地
視
察
等
 

の
部
分
を
広
く
す
る
た
め
、
低

い
部
分
に
盛
L
し
て
芝
生
の
張

り
替
え
の
作
業
を
進
め
て
い
た

が
、
と
く
に
腐
植
七
等
を
吟
味

す
る
よ
う
お
願
い
す
。
 

九
時
、
清
掃
衛
生
班
と
打
ち

合
わ
せ
。
 

●

高
瀬
衛
生
セ
ン
タ

ー
の
改
善
 

計
画
に

つ
い
て
は
、
と
く
に
 

防
臭
対
策
、
処
理
機
能
の
効

率
化
、
安
全
確
保
の
三
点
に
 

打
ち
合
わ
せ
。
 

一
 

一
 

一
 

一
 



若人の祭典、 「ヤングフエステバル」 が 9 月 1日、大町通りでに

ぎやかにおこなわれました。 

車を締め出した大通りでは、ちびっこの落書きコーナ ンJ お茶の三

接待、フオークダンスや青空演劇などもりだくさんの催二う名二な， 

われ、若者や親子一づれなどがワンサと押しか lナ通りをうめつくしま 

したo 

騒議難難難難欝 

②
 （毎月 1 日 15月発行） 

市
制
二
十

周
年
記

念
に
 

自
衛
隊

の
曲
技
飛
行
 

市
で
は
、
市
制
施
h

二
十
周

年
記
念

の
併
催
行
事
と
し
て
、
 

ト
月
 
日
航
空
自
衛
隊
第
 
航

空
団
（
浜
松
）
を
招
き
、
市
民

に
曲
技
飛
行
を
披
露

す
る
こ
と

二
 
ま
し
た
の
で
ご
期
待
く

さ
い
こ
 

二
技
飛
行
は
、
当
日
正
午
か
 

》
ー
一」
時
四
十
五
分
ま
で
の
う

ち
二
十
分
間
、
乾
橋
を
中
心
に

半
経
九
キ
ロの
上
空
で
お

こ
な
い
 

、
ま
す
o
,
 

・

観
覧
さ
れ
る
方
は
、
乾
橋
L
 

下
流
の
堤
防
観
覧
席
に
お
集
ま

り
く
だ
さ
い
。
 

当
日
の
曲
技
飛
行
に
は
、
四
 

ー
五
機
が
参
加
す
る
予
定
で
、
 

航
空
自
衛
隊
三
沢
基

地
を
飛
び
 

簡
保
加
入

者

の
 

素

人
演
芸

大
会
 

簡
易
保
険
加
人
者

慰
安
の
第

四
同
「
簡
保
加
人
者
素
人
演
芸

大
会
」
を
次
の
要
領
で
開
き
ま

す
。
 

▽
と
き
 
九
月
二
十
一
 
 

(
 

日
）
午
前
九
時
か
ら
 

J
▽
と
こ
ろ
 
市
民
文
化
会
館

▽
入
場
 
無
料
で
す
。
 

〈
種月
）
戸
二
民
謡
、歌
謡
、
 

舞
踊
（
手
踊
を
含
む
）
な
ど
』
 

な
お
‘
 ゲ
ス
ト
に
三
浦
チ
エ

子
ほ
か
ふ
た
り
が
出
演
し
ま
す
。ー

 
 

と
ノ
て
h

所
川
原
に
向
い
ま
す
。
 

な
お
、
当
H

悪
天
候
の
場
合
、
 

は
中
止
さ
1
1ま
す
が
、
中
止
の

『
 

決
」疋
は
1

前
ー
一
時
 
決
め
ら
ノ

れ
ま
す
。
 

「Iノ
ル
r
イ
ン

パ

ル
ス
と
は
 

名
日
い
衝
撃
？
と
い
う
意
味

で
ョ
浜
松
の
第

一
航
空
団
戦
技

研
究
班
の

ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
で
す
o
 

こ
の
チ
ー
ム
は
、
戦
闘
機
と

し
て
の
最
大
の
能
力
を
発
揮
で

き
る
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
飛
行

方
法
を
研
究
す
る
た
め
昭
和
三

十
三
年
に
編
成
さ
れ
ま
し
た
o
 

メ
ン
バ

ー
は
、
第

一
航
空
団

の
排
縦
教
官
の
中
か
ら
選
抜
さ

れ
ま
す
が
、
日
常
は
教
官
と
し

て
学
生
に
飛
行
訓
敬

と
実
施
し

て
い
ま
す
。
 

血
の
に
じ
む
よ
う
な
‘
力
と

練
磨
に
よ
り
神
技
と
J
 

、
わ
れ

る
そ
の
妙
技
は
い
ま
わ
 
『
内
は

も
ち
ろ
ん
国
外
に
も
広
く
知
ら

れ
て
い
ま
す
。
 

登
録
し
、
年
二
回
（
春
と
秋
）
 

狂
犬
病
の
予
防
注
射
を
受
け
さ

せ
、
鑑
札
と
注
射
済
票
を
犬
に

つ
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
 

く
わ
し

い
こ
と
は
、
最
寄
り

の
保
健
所

に
お
た
ず
ね
く
だ
＆
 

ブ
ロ
パ
ン
、
千
五
百
円
に
 

八
月
二
＋
日
か
ら
家
庭
用
プ
？

ロ
ハ
ン
ガ
ス
の
標
準
価
格
が
千
」
 

三
百
円
（

一
〇
キ
ロ
・
達
搬
料

含
む
）
！
か
ら
千
五
百
円

（
同
）
、
 

に
政
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
“
 

お
知
ら
せ
し
ま
す
。
 

（
市
商
工
観
光
課
）
 

犬
に
か
ま
れ

た
 

ら
、

保
健
所
へ
 

飼
い
犬
は
、

人
に
危
ま
を
加

え
る
お
そ
れ
の
な
い
よ
う
に
つ

な
い
で
お
か

な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
 

ひ
き
運
動
は
、

人
の
少
な

い

と
き
、
と
こ
ろ
を
え
ら
ん
で
お

こ
な
い
、
汚
物
な
ど

の
始
未
は

き
れ
い
に
お

こ
な
い
ま
し
よ
う
。
 

飼
い
犬
が
ん
を
か
ん
だ
と
き

飼
い
主
は
保
健
所

へ
と
ど
け
で

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

ま
た
 
犬
に
か
4ょ
れ
た
人
メ
し
 

旧
木
建
折？
」万
｝
どけ
て
“マ
が
」さ
戸
。
 

犬
の
飼
い
主
は
、

毎
年

一
回
 



へ
は
入
ら
な
い
よ
う
に
 

働
く
現
場
が
危
な
い
と
思

た
ら
、
そ
の
こ
と
を
現
場
の
責

任
者
に
言
っ
て
、
な
お
し
て
も

ら
う
か
、
や
め
て
も
ら
う
か
す

る
よ
う
に
し
ょ
う
。
 

も
し
、
そ
れ
を
聞
い
て
く
れ
 

か
書
い
て
お
く
よ
う
に
。
 

も
し
、
あ
と
で
賃
金
の
こ
と

で
問
題
が
お
き
た
と
き
、
こ
れ

が
役
立

つ
こ
と
に
な
n
Jま
十
o
 

働
く
場
所
、
事
業
所
を
か
ニ

た
と
き
は
、
必
ず
新
し
い
住
所

を
家
族
と
市
役
所
に
知
ら
せ
る
 

鷺難灘 
‘その4> 

危ない‘ノ 

〈
働く
と
き
は
 

職
場
の
「
 

き
ま
り
」
と
か
什
』
二
を
よ
く
守
 

る
よ
う
に
す
る
プ
γ
二
。
 

安
全
帽
を
き
ち
ん
ご
か
ぶ
り
、
 

命
綱
は
必
ず
身
一
「フ
け
る
よ
う
 

に
。
 
「立
入
禁
止
」
の
と
こ
ろ
 

な
い
と
き
は
、
近
く
の
労
働
基

準
監
督
署
に
知
ら
せ
る
こ
と
。
 

働
い
た
場
合
は
、
手
帳
か
な

に
か
に
「
い
つ
」
、
 
B

こ
で
 

」
、
 
「
どん
な
仕
事
」
を
し
た
 

よ
う
に
。
 

い
つ
で
も
、
自
分
の
住
所
を
 

は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
ま
し
ょ
 

・

フ
。
 

◇
危

険
な
職
場
は
改
善

の
要
求
を

◇
 

一
部
改
正
さ
れ

た
遺
族
等
援
護
法
に

つ
い
て
 

あ
る
貴
重
な
税
金
は
、

福
利
還
元
の
た
て
ま
え
と
負
担
の
 

軽
減
か
ら
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
を
あ
げ
る
べ
く
 

行
政
の
効
率
的

な
運
用
を
す
す
め
て
ゆ
き
た
い
」
と
あ
い
 

さ
つ
、
完
納
者
に
表
状
と
記
念
品
を
贈
り
ま
し
た
。
 

、
 

戦
傷
病
者
遺
族
等

援
護
法
等

が

一
部
改
王
さ
れ
、

旧
草
人
、
 

軍
属
な
ど
や
そ
の
遺
族
に

I各
（柘

さ
れ
る
年
金
、
 
一
時
金
は
九
月

一
日
か
ら
、
特
別
給
付
金
は
＋

月
一
日
か
ら
、
次
の
1よ
う
に
改

正
さ
れ
ま
し
た
c
 

」
旧
軍
‘
、
、卓
属
、
準
軍
属

に
支
給
さ
れ
る
障
害
年
金
、
障

害
一
時
金
、
遺
族
に
支
給
さ
れ

る
遺
族
年
金
、
遺
族
給
与
金
、
 

、
‘遺
族

一
時
金
な
ど
が
九
月
か
ら

二
三
、
八
パ
ー
セ
ン
ト
引
き
上

げ
ら
れ
ま
し
た
。
 

乙
旧
防
空
法
に
基
づ
き
、
防

毒
医
療
救
護
等

の
衛
生
業
務
に

従
事
し
た
医
師
、
歯
科
医
師
、
 

獣
医
師
、
薬
剤
師
、
産
婆
、
保

健
婦
、
看
護
婦
な
ど
や
、
旧
警

防
団
令
に
基
づ
き
防
空
業
務
に

従
事
し
た
警
防
団
員
お
よ
び
学
 

校
報
国
隊
勤

務
要
綱
に
基
づ
ぎ

防
空
業
務
に
従
事
し
た
大
学
、
 

専
門
学
校
の
学
生
、
生
徒
な
ど
 

、
を
準
軍
属
と
し
、
業
務
に

関
連

し
た
傷
病
に
よ
っ

て
、
不
具
廃

疾
と
な
っ

た
場
合
は
障
害
年
金

な
ど
を
、
死
亡
し
た
場
合
は
そ

の
遺
族
に
遺
族
給
与
金
な
ど
が

支
給
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
 

＆
昭
和
四
十
八
年

に
改
正
さ

れ
た
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺

族
等

援
護
法
該
当
者
も
、
戦
没
者
等

の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支

給
法
、
戦
傷
病
者
等
の
妻

に
対

す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
、
戦

没
者
の
父
母
等
に
対
す
る
特
別

給
付
金
支
給
法
が
適
用
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

‘
昭
和
六
年
九
月
十
八
日
か

ら
昭
和
十
二
年

七
月
六
日
ま
で
 
 

の
間
、
い
わ
ゆ
る
満
洲
事
変
期
、
 

間
内
に
お
い
て
公
務
傷

病
に
か

か
り
こ
れ
に
よ
り
昭
和
四
十
八
‘
 

年
三
月
三
十
一
日
以
前
に

死
亡

し
た
旧
軍
人
、
軍
属
な
ど

の
妻

や
父
母
、
祖
父
母
も
戦
没
者
等

の
妻
に
対
す
る
特
別
給
付
金
支

給
法
、
戦
没
者
の
父
母
等
・
に対

す
る
特
別
給
付
金
支
給
法
が
適

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

た
だ
し
、

こ
れ
ら
の
妻
や
父

母
、
祖
父
母
は
、
十
月
一
日
に

お
い
て
恩
給
法
に
よ
る
公
務
扶

助
料
か
戦
傷
病
者
戦
没
者
遺
族

等
援
護
法
に
よ

る
遺
族
年
金
な

ど
を
受
け
る
権
利
を
有
し
て
い

な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
 

＆
恩
給
法
も

一
部
改
正
に
な

り
、
旧
軍
人
に
対
す
る
一
時
恩

給
は
「
実
在
職
年
三
年
以
上
七

年
未
満
で
、
下
士
官
以
上
と
し
 

赤
い
羽
根
共
同
 

募
金
に
協
力
を
 

「赤
い
羽
根
」
で
親
し
ま
れ

て
い
る
共
同
募
金
運
動
が
、
十

月
一
日
か
ら

ー
カ
月
間
全
国
い

っ
せ
い
に
始
ま
り
ま
す
。
 

こ
の
募
金
は
、
恵
ま
れ
な
い

方
や
福
祉
施
設
な
ど
に
使
わ
れ

ま
す
。
明
る
い
ま
ち
づ
く
り
の

た
め
、
共
同
募
金
に
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。
 

“た
す
け
あ
い
‘
~e
 

お
お
き
な
輪
戸
 

て
の
在
職
年
が

一一
年
以
上
」
と

し
て
の
条
件
を
必
要
と
し
ま
し

た
が
（
こ
れ
が
改
正
さ
れ
 
「実

在
職
年
三
年
以
上
七
年
未
満
で

下
士
官
以
上
の
在
職
年
が
六
カ

月
以
上
」
に
緩
和
さ
れ
ま
し
た
。
 

ま
た
、
各
種
の
恩
給
年
額
も
九

月
か
ら
二
三
、
八
パ

ー
セ
ン
ト

引
き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
 

以
上
は
改
正
さ
れ
た
主
な
る

事
項
で
す
が
、
詳
し
い
こ
と
は

市
窓
口
サ

ー
ビ
ス
課
へ
お
問
い

あ
わ
せ
く
だ
さ
い
。
 

生活環境 
パトロール本部 

住みよ、、 
一“=～ 環境づくりiこ 
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四
十
八
年
度
の
「
市
税
完
納
表
彰
式
」
は
、
八
月
二
十
 

八
日
市
民
文
化
会
館
に
お
よ
そ
四
百
入
の
納
税
者
が
出
噴
 

し
て
お
こ
な
わ
れ
ま
し
た
。
 

表
彰
式
で
佐
々
木
市
長
は
、
 
「み
な
さ
ん
の
汗
の
結
晶
で
 

市
税
完

納
者
を
表

彰
 



ねんきん 
J農
業
者
年
金

（
だ
よ
り
 

ま
す
。
 

年 金 の 種 類 改正された金額 現 	i『 

25年納付 年 278,640 円 年 240,000 円 
老齢年金 10年年金 年 174.150 円 年 150,000 円 

5年年金 年 111 ,456 円 年 96,000 円 

1級障害者 年 348,300 円 年 300,000 円 
障害年金 

2級障害者 年 278,640 円 年 240,000 円 

母子 子供ひとりの 
年 278,640 円 年 240、000 円 

準母子年金 とき 

遺児年金 
子供ひとりの 

とき 
年 278,640 円 年 240,000 円 

こ
と
し
最
後
の
 

施
設
見
学
会
 

▽
と
き
 
十
月
九
日
（
水
）
 

午
前
九
時
半
か
ら
 

▽
申
込
み
 
十
月
三
日
ま
で

八
カ
・
一に
住
所
、
氏
名
、
年
齢

職
業
を
書
い
て
市
情
報
課
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
 

な
お
、
昼
食
は
各
自
ご
自
参

願
い
ま
す
。
 

言J
 

農
業
者
年
金
基
金
法
が

一
部

ぎ
 

改
正
に
な
り
ま
し
た
o
 こ
の
改
 

正
は
、
明
年

一
月
一
日
か
ら
適
 

「
 
用

さ
れ
者
す
o
今
回
の
改
正
で
 

1
1
い
る
い
ろ
な
点
が
改
正
さ
れ
ま
 

し
た
が
、
そ
の
主
な
も
の
は
次
 

の
と
お
り
で
す
。
 

,
J
 

年
金
額
が
大
幅
に
引
き
上
げ
 

・

ら
れ
ま
し
た
 

か
叫
 
経
営
移

譲
年
金
と
農
業
者
老
 

齢
年
金
の
額
が
二

・
二倍
に
引
 

き
上
げ
ら
れ
ま
し
た
o
 

経
営
移
譲
年
金
 

五
年
の
人
の
場
合

月
額
八
千
円
が

一
万

七
士

ハ
百
円
に
 

一
一十
年
の
人
の
場

ム
ロ
 月
額
一
●
六
千

円
が
三
万
五
千
二
百
 

耳

J
●
」
 

農
業
者
老
齢
年
金

五
年
の
人
の
場
合

月
額
千
円
が
二
千
一
一
 

百
円
に
 

二
十
年
の
人
の
場
合
 
月
額

四
千
円
が
八
千
八
百
円
に

保
険
料
が
高
く
な
り
ま
し
た

年
金
額
の
引
き
上
げ
と
同
様

二

・
二
倍
に
引
き
上
げ
ら
れ
月

額
七
百
五
十
円
が
千
六
百
五
十

円
に
な
り
ま
し
た
。
 

国
庫
助
成

の
増
額
 

国
庫
助
成
は
、
保
険
料
の
納
 
 

付
時
と
経
営
移
譲
年
金

の
給
汁
 

ー
 

時
に
お
こ
な
わ
れ
、
全
体
と
し

て
助
成
率
は
四
二
％
か
ら
四
一
一
 

・

九
％
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま
し

た
。
 

年
金
額
の
物
価
ス
ラ
イ
ド
制

が
と
り
入
れ
ら
れ
ま
し
た
 

年
金
給
付
額
は
、
四
十
九
年

度
の
消
費
者
物
価
指
数
を
基
準

に
し
て
、
 一
年
度
ま
た
は
継
続

す
る
ニ
年
度
以
上

の
期
間
に
五
 

ー
％
を
こ
え
て
変
動
し
た
場
合
に

そ
の
変
動
を
基
準
に
し
て
改
正

さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
 

出
稼
ぎ
者
に
対
す
る
改
善
の

措
置
が
と
ら
れ
ま
す
 

農
業
者
年
金

の
被
保
険
者
が

出
稼
ぎ
な
ど
に
行
っ
た
場
合
に

は
、
被
用
者
年
金

（厚
生
年
金

等
）
に
加
人
し
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。
被
用
者
年
金
に
加
入

し
ま
す
と
国
民
年
金
か
ら
脱
退
 
 

十
る
こ
と
に
な
り
、
当
然
農
業

者
年
金
か
ら
も
脱
退
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
。
 

し
た
が
っ
て
、
出
稼
ぎ
に
行
 

2
て
い
る
間
は
、
農
業
者
年
金

の
保
険
料
は
納
め
る
こ
と
が
で

き
ず
、
保
険
料
納
付
済
期
問
が

た
り
な
く
て
、
年
金
の
受
袷
資

格
が
得
ら
れ
な
く
な
る
人
が

で

て
く
る
可
能
性
が
あ
り
ま
し
た
。
 

今
同
の
改
正

で
は
、
出
稼
ぎ

な
ど
に
出
て
被
川
者
年
金

に
加

入
し
て
い
る
期
問

（
短
期
被
川

者
年
金
期
間
）
を
農
業
者
年
金

の
受
給
資
格
の
算
定
基
礎
と
な

る
保
険
料
納
付
済
期
間
と
し
て

通
算
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。
 

毎
年
六
カ
月
問
出
稼
ぎ
に
で

て
い
る
人
は
、
そ
の
出
稼
ぎ
期

問
と
農
業
者
年
金

に
加
人
し
て

保
険
料
を
納
付
レ
た
期
問
を
合
 

第
五
回
市
内

マ
マ
さ
ん
体
育

大
会
は
、
九
月
八
日
中
央
小
体

育
館
な
ど
二
会
場
で
お
こ
な
わ

れ
、
こ
の
日
ば
か
り
は
家
事
か

ら
解
放
さ
れ
た
主
婦
た
ち
も
思

い
切
り
プ
レ
ー
を
し
て
い
ま
し

た
。
 

五

一
中
体
育
館
の
バ
レ

ー
ボ

‘
 

ー
ル
会
場
で
は
、
そ
ろ
い
の
ユ

ニ
ホ
ー
ム
を
着
た
主
婦
た
ち
が

地
区
別
の
対
抗
戦
を
展
開
、
日

頃
の
練
習
ぶ
り
を
披
露
し
応
援

に
か
け
つ
け
た
家
族
か
ら
盛
ん

な
声
援
を
う
け
て
い
ま
し
た
。
 

、
計ル
て
二
十
年
（
期
問
短
縮
者

に
つ
い
て
は
五
年
か
ち
＋
よ
ル年
 

）
以
上
あ
れ
ぱ
、
年
金
の
受
給
 

資
格
が
得
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
わ
け
で
す
。
こ
の
場
合
の
年

金
の
額
は
、
保
険
料
を
納
付
し
 

昨
年
の
夏
ご
ろ
か
ら
物
価
が

急
激
に
あ
が
っ
て
し
ま
い
、

こ

の
ま
ま
・
では
暮
し
を
支
え
る
年

金
に
は
ほ
ど
遠
く
な
っ

て
し
ま

い
ま
す
。
 

そ
こ
で
、
国
民
年
金
で

は
、
 

物
価
の
変
動
に
応
じ
て
年
金
の

額
を
自
動
的
に
変

え
る
し
く
み

を
と
り
入
れ
て
お
り
、
こ
と
し

九
月
か
ら
実
施
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
 

こ
れ
は
、
全
国
の
消
費
者
物

価
指
数
が
前
の
年
度
に
比
べ
て

五
％
を
こ
え
た
と
き
、
そ
の
変

動
し
た
率
を
基
準
に
し

て
年
金

額
が
改
め
ら
れ
ま
す
。
 

四
十
八
年
度
の
物
価
上
昇
率

は
、
四
十
七
年
度
を
基
準
に
し

ま
す
と
一
六

・
一
％
と
な
っ
て

お
り
、
今
回
は
そ
の
率
だ
け
年

金
の
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
 

お
お
よ
そ
の
計
算
は
、
あ
な

た
が
現
在
う
け
て
お
ら
れ
る
年
 

金
額
に

一
・
一
六
％
を
か
け
て

得
た
額
が
引
き
上
げ
ら
れ
る
額

に
な
り
ま
す
。

▽
別
表
参
照
△

こ
の
年
金
額
の
自
動

ス
ラ
イ

ド
は
、
い
ま
年
金
を
う
け
て
い

る
人
だ
け
で
な
く
こ
れ
か
ら
年
 

鷺麟馴鷺慧鷺i灘 

た
期
問
に
応
じ
て
算
‘疋
さ
れ

る
 

こ
と
に
な
り
ま
す
。
 

（次
号
に
続
く
）
 

'
1

(

v
 

物
価
が
あ
が
っ
て
も
 

年
金
は
保
障
さ
れ
ま
す
 

金
を
う
け
る
人
に
も
適
肝
さ
れ
 

r広
報

の
早
期
配
布
に
ご
 

 
協
力

く
だ

さ
 
い
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